
上川アイヌ伝説魅力発信業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

この「上川アイヌ伝説魅力発信業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」（以下

「実施要領」という。）は、上川町（以下「委託者」という。）が実施する上川アイヌ伝

説魅力発信事業（以下「本事業」という。）の事業者の選定に関して、必要な事項を定め

るものである。 

 

１．プロポーザルの目的 

この公募型プロポーザルは、受託者を決定するにあたり、価格のみではなく、事業者の

実績や経験、企画力など、受託者としての適格性・事業遂行への技量などを見極めるため

に行うもので、プロポーザルに参加する事業者（以下「プロポーザル参加者」という。）

が提出した企画提案書等の内容を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を受

託者として選定する。 

 

２．事業の概要 

（１）事業名 

上川アイヌ伝説魅力発信事業 

（２）事業目的 

上川アイヌ文化圏域に広がるアイヌ伝説の絵本を作成し、子どもたちがアイヌ文化の

魅力に触れ、親しみ、自分の住む地域に誇りを持つとともに、アイヌ文化への理解促進

を図ることを目的とする。 

（３）事業内容 

別添「事業仕様書（以下「仕様書」という。）」による。 

（４）予算上限額 

７，５９０千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（５）選定方法 

公募型プロポーザル方式による選定 

 

３．応募の資格要件 

応募にあたっては、以下のすべての要件を満たしているものとする。 

（１）当該事業の実施年度において、上川町の入札参加資格者として認定されていること。 

（２）法人格を有し、本委託事業を円滑に遂行できるよう、安定的かつ健全な財政能力を

有していること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続きの申し立てがなされて



いない者 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づき更生手続開始の申立て

がなされていない者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）第２１条に基づき再生手続開始の申立てがなされていな

い者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）。 

（６）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申し立てがな

されていない者（再生手続き開始の決定を受けた者を除く。 ）であること。   

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 

条第 2 号に規定する暴力団、暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこ

と。   

（８）参加希望書の提出日において、国又は地方公共団体その他の公共機関から競争入札

における指名停止措置を受けていない者。 

（９）同様の事業において、同様の業務を行ったことがある者。 

 

４．スケジュール(予定) 

実施内容 期日 

公募開始 令和８年５月１１日 

実施要領等に関する質問受付期日 令和８年５月１３日 １７時まで 

質問回答期日 令和８年５月１８日 

参加表明書等の提出期日 令和８年５月２０日 １７時まで 

ヒアリング通知 令和８年５月２２日 

企画提案書の提出期日 令和８年５月２９日 １７時まで 

ヒアリング審査 令和８年６月 １日 

受託者の決定通知 令和８年６月 ２日 

 

５．公募に係る留意事項等 

（１）公募場所：上川町ホームページ 

（２）実施要領等に関する質問及び回答 

①質問の方法 

社名、担当者名、電話番号、メールアドレス、質問内容を簡潔にまとめ、電子メール

本文に打ち込み提出するものとする。（その他の方法による受付は行わない。） 

②回答方法 

質問に関する回答は、質問回答期日に質問者に対して電子メールで回答を行う。 



 

（３）参加表明書等の提出 

①提出の方法 

応募者は、参加表明書（様式１）及び必要書類を持参又は郵送で提出するものとす

る。なお郵送による場合は、電子メールによる連絡を併せて行うこと。 

②提出書類 

・参加表明書（様式１） 

・会社の概要がわかるもの（様式は任意）例：パンフレット、商業登記簿等 

 

（４）企画提案書等の提出 

①提出の方法 

応募者は、企画提案書（任意）及び必要書類を持参または郵送で提出するものとす

る。なお郵送による場合は、電子メールによる連絡を併せて行うこと。 

②提出書類 

提出書類は以下のとおりとする。 

企画提案書は、様式等は任意とし、分かりやすく簡素なものを作成すること。 

・企画提案書（Ａ４版片面１０枚まで）／提出部数７部（正本１部、副本６部） 

・事業実施体制表（様式２）     ／提出部数７部（正本１部、副本６部） 

・事業委託見積書（事業委託中の本事業にかかる費用を見積もり、消費税及び地方消費

税を加算した額を記載）      ／提出部数１部 

 

６．企画提案の審査方法 

選定委員会において、提案内容に対するヒアリング等を実施した上で、別紙の評価基

準により企画提案書等を評価し、合格点が最も高い企画提案を選定する。なお、最高

点の企画提案が複数あるときは、選定委員会での協議の上選定する。 

（１）提案内容に対する説明及びヒアリング 

・場 所：北海道上川郡上川町 

・その他：詳細及び留意事項等については、応募者に別途通知する。 

応募者の説明は、提出済みの企画提案書等で行うこととする。 

（２）審査結果の通知 

審査結果は、採択・不採択にかかわらず電子メールで通知することとし、電話等によ

る問合せは応じない。なお、当該結果について、異議申し立てることはできない。 

 

７．その他の留意事項 

（１）企画提案書は、仕様書に記載する事業に関し、具体的な提案をすること。 

（２）予算の範囲内において仕様以外の事業についても、目的の達成のため有益・必要で



あるものは、積極的に提案すること。 

（３）企画提案書等の作成、提出等に要する費用は、応募者負担とする。 

（４）企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、企画提案を無効とする。 

（５）提出期限以降における企画提案書等の記載内容の変更、応募に必要な書類等の差し

替えや再提出は認めない。 

（６）提出された書類は、応募者に無断で本プロポーザルの目的以外使用しない。 

（７）提出された企画提案書等は一切返還しない。 

（８）応募者は、参加表明書の提出をもって、この要領及び仕様書の記載内容を承諾した

ものとする。 

 

８．問合せ先（本事業担当） 

〒078-1753 北海道上川郡上川町南町 180 番地 

上川町役場産業経済課 商工観光係 

TEL (01658) 2-4058 FAX  (01658) 2-1220 

Mail kankou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp 【グループアドレス】 

 

 

 


